
  

センター利用件数 1,869 件 1,802 件 1,700 件

センター利用者数 25,645 人 24,617 人 21,285 人

センター利用率 29.95 ％ 28.87 ％ 26.52 ％

事業開催回数 390 回 367 回 303 回

事業参加人数 10,167 人 9,385 人 8,093 人

評　価

 １　サービスの質の維持・向上

自主事業・指定事業

サービス向上

施設利用者数

利用者要望の把握

事業計画性，透明性

住民・利用者の参画

施設保守・管理

職員体制

危機管理

個人情報管理

職員研修

収支状況

経費節減の取組

会計状況

経営状況

文書等の管理

評価の実施

※　評価は，Ａ～Ｅの５段階評価とする。

※　確認調査の結果をチッェクリスト等に記入する。更に１～５の大項目ごとに評価を行った後，総合評価を行うこと。

※　Ａ：非常に良好である又は非常に成果があった。　　Ｂ：やや良好である又はやや成果があった。　　Ｃ：取組状況の水準が普通である。

　　 Ｄ：やや改善の余地があった。　　Ｅ：多くの改善すべき点が見受けられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理評価表（地域総合センター塚口）　　　　　　　　
平成31年3月31日現在

施 設 概 要

尼崎市立地域総合センター塚口（尼崎市塚口本町2丁目28番11号）
開館時間:平日9：00～21：00　第2・第4土9：00～17：00(祝日は休館）
施設設置目的:地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進及び人権啓発意識の普及高揚を図り、もって市
民福祉の向上に寄与するためのコミュニティの拠点となる施設として総合センターを設置する。
事業内容:（1）市民相互の交流の促進に関すること、（2）人権啓発に関すること、（3）地域住民の人権に関する
相談及び自立支援に関すること等

指 定 管 理 者 の 名 称 株式会社ハウスビルシステム

指 定 期 間 平成27年4月1日～令和2年3月31日

業 務 概 要

（1）設置目的を達成するための事業の実施に関すること。(市民相互の交流の促進、人権啓発、地域住民の人
権相談・自立支援等)
（2）総合センターの利用の許可、その取り消しその他総合センターの利用に関すること。
（3）総合センターの利用に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
（4）総合センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること等

利 用 状 況 等

項目名 平成30年度 平成29年度 平成28年度

所 管 課 ・ 所 管 課 長 名 市民協働局ダイバーシティ推進課　・　後藤　真弓

評 価 対 象 期 間 平成30年4月1日～平成31年3月31日

評 価 項 目 説　　明 評価コメント

B

　利用者からの要望等から、「日
本語教室」や「歴史カフェ」、
「ウェルネスダーツ教室」等企画
実施するなどサービスの向上に
努めている。
　今後は更に事業の実施回数を
増やしていってもらいたい。

計画に沿って、積極的に自主事業・指定事業に取り組んでいるか

サービス向上の取組みがされているか

施設利用者の掘り起こしがされているか

利用者要望の把握がされているか

事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか

住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか

 ２　適正な施設の管理

A

　施設全般が老朽化しているな
かで、適正な施設管理に努めて
いる。
　研修等で学んだ内容を職員全
体で共有している。
　また、緊急の体制整備もされ
ている。

施設の保守、管理が適正に実施されているか

合理的な配置か，責任体制が整った配置か

事故・緊急時の体制が十分に整備されているか

個人情報の管理が適正であるか

職員研修が十分に実施されているか

 ３　収支・経費節減

B

　収支等については良好であ
る。
 節電等についても取り組んでい
る。

収支の状況が適正かつ良好であるか

経費節減の取組みがされているか、

 ４　指定管理者の経営状況等

Ａ

　経営状況は良好である。

適正な会計手続きがなされているか(監査報告書等による)

経営状況は良好か(貸借対照表、損益計算書等による)

 ５　その他

B

　 住民・利用者の声を聞くため
のセンター運営委員会の設置を
期待する。文書類、帳簿、備品、資料等が適切に管理されているか

内部評価を実施しているか
　

B
　地域住民、センター利用者をはじめ、地域の社会福祉連絡協議会や同老人クラブ、子ども会連絡会や民生児
童委員協議会等と連携した取組みを進めながら、毎年、利用者人数の増加傾向にあることは、評価できる。
　利用者・専門家を含めた「（仮）センター運営委員会」設置に向けて取組を行っているところであるが、その声
を聞きながら魅力的な事業展開や施設づくりの取組みをより一層進めてもらいたい。

指定管理者選定に係る事業計画書の主な取組内容 左記に関する取組状況とその取組に対する評価

・総合案内（コンシェルジュ）の配置
・施設ルールの徹底（案内看板の設置ほか）
・高齢者等が平等に利用できる環境づくり
・各種事業の実施
・季節ごとの飾り付け

　センター前での小学生や障がい者などの見守りを日常的に実践していることや季節ごと
に地域の方とともにセンターの飾り付けを行うなど、地域に根付いた活動を継続して実践し
ている。
　また、職員に対する所長からの接遇指導の機会を増やし実施していることから、利用者
に親切・丁寧な接遇が実践できていることも評価できる。今後は、人権問題講演会を更に
増やすなど人権の教育拠点としての事業充実が求められる。

総 合 評 価 総合評価の理由、今後の課題等


